
 
  

支援の名称 エコタウン形成支援事業（３ステップ事業） 

制度の 

趣旨・背景 

脱炭素社会の実現に向け，地域におけるエコタウン形成を促進するため，クリー

ンエネルギーの活用を組み込んだまちづくりを支援します。 

制度の 

内容 

○概要 

地域の団体が再エネ等の利用を検討し始める初期の段階から，事業化に繋がる段

階まで，着実にステップアップできるよう，段階に応じた支援を行います。 

 

【STEP１】エコタウン形成地域協議会支援事業費補助金 

補助率：10/10（上限：30 万円） 想定補助件数：1 件 

補助対象経費：謝礼，旅費，食糧費，消耗品費，印刷製本費，通信運搬費， 

使用料・賃借料，保険料など 

想定事業イメージ：A 地区でバイオマス利用検討協議会の開催 

 

【STEP２】エコタウン形成実現可能性調査等事業費補助金 

補助率：10/10（上限：300 万円） 想定補助件数：２件             

補助対象経費：STEP1 の補助対象経費に賃金と委託料を追加 

想定される事業イメージ： 

A 地区で，未利用間伐材を活用した木質バイオマス発電を行うにあたって

の，木質バイオマス供給可能量・需要量の調査 

 

【STEP３】エコタウン形成事業化支援事業費補助金 

補助率：2/3 事業計画が 1 年の場合は上限 1,000 万円 

        事業計画が 2 年の場合は上限 500 万円 

想定補助件数：1 件   

補助対象経費：STEP2 の補助対象経費に設備設置経費を追加 

想定される事業イメージ： 

事業化に向けた設備導入や試験設備の設置を伴う調査・検討など。 

対象と 

なる方 

○補助対象者 

市町村を構成員に含む協議会等 

問い合わせ 

先など 

○所管部署 

 宮城県環境生活部再生可能エネルギー室 

TEL：０２２-２１１-２３３２ 

E-mail： saiseic@pref.miyagi.lg.jp 

■関連 URL  

・エコタウン形成の支援について 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/saisei/ecotown.html 
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